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１ 修正の概要 

（１）修正箇所数    １３３箇所 

（２）修正の内訳 

意見の区分 箇所数 修正の区分 箇所数 

市民意見（パブリックコメント） 5 箇所 語句修正 50 箇所

議員意見 14 箇所 内容、データ修正 53 箇所

その他 117 箇所 事業の追加 4 箇所

＊市民意見と議員意見は重複あり 事業等の再掲・移動 26 箇所

＊その他は、子ども・子育て会議での意見や国の動きなどを踏まえ市が修正

２ 主な修正内容 

（１）乳幼児等医療費支給事業における事業概要の修正 

○ 修正箇所 施策（２）母子医療 

事業 29「乳幼児等医療費支給事業」
○ 意見区分 市民意見、議員意見

○ 修正内容

・「制度のあり方を検討する」旨を追加

■具体的な記載 修正 

・「乳幼児等医療費支給事業」の事業概要を修正 

修正前（素案） 修正後（成案） 

乳幼児等の健康の保持と健

やかな育成を図るため、乳幼児

等の保険診療による医療費の

自己負担額を助成します。 

乳幼児等の健康の保持と健やかな育成を図るた

め、乳幼児等の保険診療による医療費の自己負担

額を助成します。 

持続可能で安定的な制度とするため、財源確保

の問題を含め、制度のあり方を検討します。 

「元気発進！子どもプラン」次期計画（素案）の修正について
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（２）少子化への対応の拡充 

 ア．施策の方向性・柱の修正 

○ 修正箇所 施策（３）子育ての悩みや不安への対応 

「④少子化への対応や多様化・複雑化した悩みへの支援」

○ 意見区分 市民意見、議員意見

○ 修正内容

 ・施策（３）の柱④を修正し、説明内容を充実

■具体的な記載 修正 

修正前（素案） 修正後（成案） 

④多様化・複雑化した悩みへの

支援 

子育ての悩みは、社会環境

の変化に応じて多様化・複雑化

してきており、これまでなかった

ような悩みも発生しています。 

④少子化への対応や多様化・複雑化した悩みへの

支援 

人口減少・超高齢化など少子化が進む危機的

状況を克服するため、若い世代の結婚・出産・子育

ての希望がかなえられるようさまざまな取り組みを

進めます。また、子育ての悩みは社会環境の変化に

応じて多様化・複雑化するなど新たな課題も発生し

ており、これらに対応し、保護者が感じる負担が軽

減されるよう工夫しながら支援に取り組みます。

イ．多子世帯への支援に関わる取り組みの集約 

○ 修正箇所、意見区分 上記「ア」と同じ

○ 修正内容

  ・施策（３）の柱④の中に、小見出し「多子世帯への支援」を追加

  ・７事業（うち再掲は６事業）を追加掲載

  ・現状、課題を追加修正など

■具体的な記載 追加 

【多子世帯への支援】 

事業名 事業概要 

拡充 

保育所等の利用調整におけ

るきょうだい児の優遇措置 

きょうだい児が保育所等の利用を希望する場合、市

が行う利用者決定のための調整において、優先度を上

げる措置を設けます。 

＊「児童手当」など 6事業を再掲。
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（３）子どもの貧困対策を充実 

○ 修正箇所 施策（12）ひとり親家庭等への支援 ②子どもの貧困対策
○ 意見区分 市民意見、議員意見

○ 修正内容

  ・施策（12）に、柱「②子どもの貧困対策」を追加
  ・15事業（うち再掲は 12事業）を追加掲載
  ・現状、課題、参考データを追加修正など

■具体的な記載 追加 

② 子どもの貧困対策 

事業名 事業概要 

児童生徒・学生に対する就

学の機会均等を図るための

経済的支援 

教育の機会均等を図るため、経済的理由によって就

学が困難な児童生徒に対する学用品費等の支給や、

学生に対する奨学資金の貸付を行い、小・中学校にお

ける義務教育の円滑な実施や高校・大学等における有

用な人材の育成を図ります。（以下省略） 

新規 

子どもの貧困対策の推進に

関わる会議の設置 

子どもの貧困対策は、子育て、福祉、教育をはじめ

雇用、住環境など幅広い分野にわたる取り組みであり、

全市的・全庁的な立場から、貧困の現状や課題を共有

し、総合的に対策を進める体制づくりに取り組みます。 

＊新規「子どもの学習支援」を掲載。そのほか、「ひとり親家庭のための合同就職説明会」

など 12事業を再掲。

（４）追加した事業 

 ○ 事業数 「親育ち支援連続講座等の実施」など４事業

（うち、「多子世帯への支援」１事業、「子どもの貧困対策」２事

業は前記のとおり）

■具体的な記載 追加 

 ○「施策（４）家庭の教育力の向上」で、新規事業を追加

① 子どもの健全育成の基礎となる家庭の教育力向上 

事業名 事業概要 

新規 

親育ち支援連続講座等の実

施 

子育てふれあい交流プラザや子どもの館など子育て

支援施設において、その施設の特徴を生かし、幅広い

年代にわたる親育ち支援のための講座を体系的に実

施します。 
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（５）指標の修正 

 ○ 修正件数 施策（12）ひとり親家庭への支援の成果指標など５件
（修正４件、追加１件）

■主な修正内容 修正・追加 

○事業 40「育児サークル・フリースペース活動への支援」の活動指標を修正
修正前（素案） 修正後（成案） 

≪子育てに関わる団体等への補助件数≫ 

25 年度：100件⇒31 年度：110 件 25 年度：100件⇒31 年度：130 件

○事業 119「小規模保育事業の運営支援」の活動指標を修正
修正前（素案） 修正後（成案） 

≪実施か所数≫ 

25 年度：0 か所⇒31年度：48 か所 25 年度：0 件⇒31年度：47 か所

○「施策（12）ひとり親家庭等への支援」の成果指標を追加
修正前（素案） 修正後（成案） 

― 

３ ひとり親家庭の就業率 

（ⅰ）母子家庭 23 年度：83.6%⇒31 年度：増加 

（ⅱ）父子家庭 23 年度：91.8%⇒31 年度：増加

※他の修正箇所は、「延長保育の実施施設数」、「一時保育の実施施設数」

（６）子ども・子育て支援事業計画における「確保の方策」の修正 

 ○ 修正件数 教育・保育の「確保の方策」など５件

 ○ 修正理由 事業者の意向調査や施設の現状等を踏まえ修正したもの

■主な修正内容 修正 

 ○「１(2) 教育・保育の量の見込みと確保の方策」の「確保の方策」を修正
  ・計画成案、第５章の 223ページ～225ページに掲載
 ○「３(1) 認定こども園の普及」の目標設置数を修正

修正前（素案） 修正後（成案） 

≪目標設置数≫ 

●全市域 ２７施設 ●全市域 ２６施設

※他の修正箇所は、「幼稚園預かり保育事業」「一時保育事業」「延長保育事業」


